
庁舎 鉄筋コンクリート造 ２階建
建築面積
延べ面積

監 理： 北海道開発局 営繕部
(株)建築設計工房ロゴス

施 工： (株)高木組

建 物：
1,072.37㎡
2,071.72㎡

設 計： 北海道開発局 営繕部
(株)建築設計工房ロゴス

所在地： 函館市湯川町１丁目３５番地２０号

施設名： 函館視力障害センター

工事名： 函館視力障害センター改修２４建築その他工事

Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism Hokkaido Regional Development Bureau
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令 和 ６ 年 度 完 成 施 設



工 事 内 容
厚生棟 修繕 1 棟
電気設備 改設 一式
機械設備 改設 一式

特質する工事条件
年間を通して業務を行っている庁舎のため、音、振動発生を伴う作業は閉庁日に行う

必要があり工程及び作業計画の調整が特に重要な工事である。

工 期
令和 ６年 ４月 ２５日 ～ 令和 ６年１２月 ６日

・体育館の天井は建築基準法及び告示に適合するために、天井改修を実施。
・温泉水タンク室は躯体及び機械設備が老朽化しているため改設を実施。
・各照明器具等が経年により老朽化しているため併せて更新を実施。

施設名： 函館視力障害センター

工事名： 函館視力障害センター改修２４建築その他工事

事業の目的
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工事概要
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体育館外観

体育館内部

温泉水タンク室



(株)高木組
現場代理人 笹森 政芳さん

施設名： 函館視力障害センター

工事名： 函館視力障害センター改修２４建築その他工事

本工事は施設内の離れた2ヶ処での工事であり、施設の職員、及び利用者が
日常的に使用される環境の中での作業でした。

そのため、「第三者災害は絶対に起こさない」と言う信念を持ち、慎重かつ
丁寧に工事を進めていきました。

おかげさまで無事故で工事を完了し、また週休2日を確保する事も達成でき
ました。

これもひとえに北海道開発局営繕部のご担当者の皆さま､ならびに施設職員
の皆さまのご指導とご協力のおかげでございます｡

誠にありがとうございました。また、私事ではありますが、この工事期間中
に60歳の還暦を迎えて、私自身、大変思い出深く、記憶に残る工事となりま
した。

今後は、この貴重な経験と、今まで培ってきた知識を活かし、仕事を楽しむ
姿勢を忘れずに、若手技術者の育成にも力を注いで行きたいと考えておりま
す。
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現場代理人さんから一言

令 和 ６ 年 度 完 成 施 設


